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予 算 決 算 委 員 会 次 第 

 

日 時：2023年９月26日(火)９：30～ 

場 所：議 場 

 

１ 開  会 

 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

 

３ 協議事項 

⑴ 付託案件の審査について 

〔別紙１：議案付託表・分科会分担表、別紙２：審査日程表〕 

 

 

 

 ⑵ 分科会長報告 

 

 

 

⑶ 意見・要望のまとめについて 

  〔別紙３：分科会における意見・要望〕 

 

 

 

⑷ 閉会中の継続審査に関する件について 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

５ 閉  会 
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〈別紙１〉 

  

令和５年第４回豊岡市議会（定例会）議案付託表 

 

【予算決算委員会】 

  報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 

   専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

  第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 

第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【総 務 分 科 会】 

  報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 

   専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

  第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 

第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 

※ 第93号議案及び第102号議案中の人件費分は、総務分科会に一括分担する。

（以下同じ。） 

  

【文教民生分科会】 

  報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 

   専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

  第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 

第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  

 

【建設経済分科会】 

  報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 

   専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

  第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 

第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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〈別紙２〉 

 令和５年９月定例会  
 

予 算 決 算 委 員 会  審 査 日 程 表 

審 査 日 程 付託（分担）議案 審  査  内  容 

 
全体会① 

 
９月1４日（木） 
本会議散会後 
 

議 場 
 

 
【予算決算委員会】 
報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 
 専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 
第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 
第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定

について 
 

 
＜説明＞ 
＜質疑＞ 
 
○各議案分科会分担 

 
分 科 会 

 
９月19日（火） 
９：30～ 
 
９月20日（水） 
９：30～ 
 

 
【総務分科会】 
報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 
 専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 
第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 
第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定

について 
※ 第93号議案及び第102号議案中の人件費分は、総務分科会
に一括分担する。（以下同じ。） 

 
【文教民生分科会】 
報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 
 専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 
第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 
第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定

について 
 
【建設経済分科会】 
報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 
 専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 
第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 
第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定

について 
 
 

 
＜提案説明＞ 
＜質疑＞ 
＜討論＞ 
＜表決＞ 
 
《分科会審査意見、要望の
まとめ》 
 
※ 予算決算委員会への
付託議案は、３常任委員
会の開催中に、分科会に
切り替え、分科会に分担
された議案を審査する。 

 
全体会② 

 
９月26日（火） 
９：30～ 

 
議 場 

 

 
【予算決算委員会】 
報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 
 専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 
第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 
第102号議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定

について 
 

 
＜各分科会長報告＞ 
 ・総務分科会長 
 ・文教民生分科会長 
 ・建設経済分科会長 
＜質疑＞ 
＜討論＞ 
＜表決＞ 
 
《委員会審査意見、要望の
まとめ》 
 

 

省略 

 

【分科会後～全体会②の間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<全議員> 

分科会長報告の要旨を 

事務局から議員に送付 

９/22(金) 17:15までに 

<通告をされる議員のみ> 

要望・意見の通告期限 

９/25(月) 正午までに 
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〈別紙３〉 

 
 

予算決算委員会分科会における意見・要望（要旨） 
 

令和５年第４回豊岡市議会（定例会） 

 

議案番号及び件名  報告第11号 専決処分したものの承認を求めることについて 

           専決第10号 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

【総務分科会】 

【文教民生分科会】  意見・要望なし 

【建設経済分科会】   

 

 

議案番号及び件名  第93号議案 令和５年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 

【総務分科会】 

 地域おこし協力隊に関する件 

地域おこし協力隊について、多くの隊員が活動終了後も地域にとどまり、起業

するなど豊岡を盛り上げていただいている。市としても、より良い方向へ進むよ

うに引き続き活動を支援していただきたい。 

また、地域住民が彼らを応援する仕組みの構築についても検討いただきたい。 

 

【文教民生分科会】   

  意見・要望なし 

 

【建設経済分科会】 

  意見・要望なし 

 

 

議案番号及び件名  第102議案 令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

【総務分科会】 

【文教民生分科会】  意見・要望なし 

【建設経済分科会】   
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午前９時２６分開会 

○委員長（西田  真） 皆さん、おはようございま

す。定刻ではありませんけど、皆さんおそろいにな

りましたので、ただいまから予算決算委員会を開会

いたします。 

 本委員会に付託されました議案は、去る９月１９

日及び２０日に開催された各分科会において審査

が行われました。本日は、分科会審査を終えた３件

の議案について審査を行います。 

 これより付託案件の審査に入ります。 

 審査順序につきまして確認をさせていただきま

す。 

 文書共有システムに配信しております別紙２、審

査日程表の最下段に記載のとおり、各分科会長報告、

次に分科会長報告に対する質疑、討論、表決を行い、

その後、委員会意見・要望の取りまとめを行いたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 それでは、審査日程表に基づき、審査を進めます。 

 まず初めに、報告第１１号、専決処分したものの

承認を求めることについて、専決第１０号、令和５

年度豊岡市一般会計補正予算（第４号）を議題とい

たします。 

 まず、総務分科会長の報告を求めます。 

 清水寛委員、どうぞ。 

○総務分科会長（清水  寛） 報告第１１号、専決

第１０号中、総務分科会に分担されました事項につ

いて、審査の結果をご報告いたします。 

 本件は、台風７号災害に係る対応経費について、

８月１５日付で行った補正予算の専決処分につい

ての報告であります。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入予算補正についてです。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、原案のと

おり承認すべきものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（西田  真） 次に、文教民生分科会長の

報告を求めます。 

 岡本昭治委員。 

○文教民生分科会長（岡本 昭治） 報告第１１号、

専決第１０号中、文教民生分科会に分担されました

事項について、審査の結果をご報告します。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項にか

かる歳出補正予算についてであります。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、原案のと

おり承認すべきものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（西田  真） 続いて、建設経済分科会長

の報告を求めます。 

 田中藤一郎委員。 

○建設経済分科会長（田中藤一郎） 報告第１１号、

専決第１０号について、建設経済分科会に分担され

ました事項における審査の結果をご報告いたしま

す。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入歳出予算補正、地方債補正の関係部分につい

てであります。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、原案どお

り承認すべきものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（西田  真） 以上、報告は終わりました。 

 これより各分科会長報告に対する質疑に入りま

す。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本件は、承認すべきものと決

定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第１１号、専決第１０号は、分科会長報
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告のとおり承認すべきものと決定いたしました。 

 次に、第９３号議案、令和５年度豊岡市一般会計

補正予算（第５号）を議題といたします。 

 まず、総務分科会長の報告を求めます。 

 清水寛委員。 

○総務分科会長（清水  寛） 第９３号議案中、総

務分科会に分担されました事項について、審査の結

果をご報告いたします。 

 本案は、予算全体を見直し、今後の執行見込額を

精査した上で、過不足が生じる経費や今年度の人事

異動による人件費の整理などを行おうとするもの

です。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入予算補正及び全項目にわたる人件費を含む

歳出予算補正並びに地方債補正についてです。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、異議なく、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 なお、当分科会は次のとおり意見及び要望を付す

ことに決定しました。 

 地域おこし協力隊について、多くの隊員が活動終

了後も地域にとどまり、起業するなど豊岡を盛り上

げていただいている。市としても、よりよい方向へ

進むように引き続き活動を支援していただきたい。

また、地域住民が彼らを応援する仕組みの構築につ

いても検討いただきたい。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（西田  真） 次に、文教民生分科会長の

報告を求めます。 

 岡本昭治委員。 

○文教民生分科会長（岡本 昭治） 第９３号議案中、

文教民生分科会に分担されました事項について、審

査の結果をご報告いたします。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入歳出補正及び債務負担行為補正についてで

あります。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（西田  真） 続いて、建設経済分科会長

の報告を求めます。 

 田中藤一郎委員。 

○建設経済分科会長（田中藤一郎） 第９３号議案中、

建設経済分科会に分担されました事項について、審

査の結果をご報告いたします。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入歳出予算補正、債務負担行為補正及び地方債

補正の関係部分についてであります。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、原案どお

り可決すべきものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（西田  真） 以上、報告は終わりました。 

 これより分科会長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第９３号議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 次に、第１０２号議案、令和４年度豊岡市一般会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたしま

す。 

 まず、総務分科会長の報告を求めます。 

 清水寛委員。 

○総務分科会長（清水  寛） 第１０２号議案中、

総務分科会に分担されました事項について、審査の

結果をご報告いたします。 

 本案は、令和４年度豊岡市一般会計歳入歳出決算

の認定についてであり、当分科会に分担されました

事項は、所管事項に係る歳入歳出決算実質収支に関
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する調書及び財産に関する調書についてでありま

す。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行う中で、一部委員より認定に反対の

立場から、個人市民税の所得割に対する超過課税に

ついてはもうやめるべきである。五千数百万円の収

入があり、これがあったからいろいろな施策ができ

たというのは当たり前の話で、超過課税に見合う施

策ではなく、一般的な施策が繰り返されているだけ

である。消費税率が１０％に引き上げられる前から

の超過課税であり、市民の負担を考えれば最低限で

も個人市民税の所得割は廃止していただきたい。同

時に法人市民税、固定資産税についても、やめる方

向での検討をすべきではないか。よって、超過課税

を含むこの決算について認定することはできない

との意見が出されました。 

 一方、認定に賛成の立場から、市民税及び固定資

産税の超過課税は、都市計画税の廃止に伴う代替財

源として議会で認めてきたもので、今日の市民の暮

らしを着実に支えている。個人市民税の超過課税に

ついても、ウエートは低めであるが、大事な財源で

ある。以上から、市民税、固定資産税の超過課税分

を含む本決算は、適切妥当であり、認定すべきであ

るとの意見が出されました。 

 このため、採決を行った結果、賛成多数により認

定すべきものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（西田  真） 次に、文教民生分科会長の

報告を求めます。 

 岡本昭治委員。 

○文教民生分科会長（岡本 昭治） 第１０２号議案

中、文教民生分科会に分担されました事項について、

審査の結果をご報告いたします。 

 当分科会に分担されました事項は、所管事項に係

る歳入及び歳出の関係部分並びに財産調書につい

てであります。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行った結果、格別異議なく、認定すべ

きものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（西田  真） 続いて、建設経済分科会長

の報告を求めます。 

 田中藤一郎委員。 

○建設経済分科会長（田中藤一郎） 第１０２号議案

中、建設経済分科会に分担されました事項について、

審査の結果をご報告いたします。 

 本案は、令和４年豊岡市一般会計歳入歳出決算の

認定についてであり、当分科会に分担されました事

項は、所管事項に係る歳入歳出の関係部分並びに財

産調書についてであります。 

 当局に対し、各項目にわたり詳細な説明を求め、

慎重に審査を行う中で、一部委員より反対の立場か

ら、コウノトリ但馬空港利用促進の補助金について、

補助率の高さの検討を求める。若干補助率が下がっ

たとのことだが、依然として料金の半額近い補助率

であり、様々な公共交通がある中でバス、鉄道とい

った生活に密着した公共交通支援のより一層の充

実が必要であるとの意見が出されました。 

 また、賛成の立場から、豊岡市が将来にわたり魅

力あふれる地域であるためには、交流人口のさらな

る拡大による地域活性化が不可欠であり、コウノト

リ但馬空港はその基盤インフラであり、空の玄関口

である。また、公共交通機関としても価値を高めて

おり、国、県と但馬地域の自治体が連携し、利用促

進を図っているが、空港需要の拡大を支えるコウノ

トリ但馬空港利用促進の補助金は必要であり、空港

利用を大きく貢献している。よって、本案に賛成す

るとの意見が出されました。 

 このため、採決を行った結果、賛成多数により認

定すべきものと決定しました。 

 以上、ご報告いたします。 

○委員長（西田  真） 以上、報告は終わりました。 

 これより分科会長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

 村岡委員。 
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○委員（村岡 峰男） １０２号議案、令和４年度一

般会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場か

ら討論します。 

 令和４年度一般会計決算は、歳入歳出とも前年度

より低下したとはいえ、実質収支額１０億２，２８

５万円の黒字決算となっています。厳しい財政状況

が強調されていますが、黒字会計であることに変わ

りはありません。決算評価について不正などはなく、

健全運営であることは当然のこととして、地方自治

体の最大の任務は住民の福祉の向上です。市民の暮

らし、福祉の前進に貢献する決算となったか、また、

市民の要望が生かされた決算となっているかを判

断し、同意し難い２項目の意見を申し上げます。 

 第１は、歳入における市民税、固定資産税の超過

課税です。平成１７年４月の１市５町合併後、旧豊

岡市だけに都市計画税が課せられているという不

公平な課税を廃止をし、１９年度から新たに創設さ

れたのが全市域を対象とする市民税と固定資産税

の超過課税であったと理解をしています。固定資産

に対して都市計画税を課している都市は多く見ら

れますが、市民税に対して超過課税を求めているの

は、全国でもまれな課税状況です。ましてや個人市

民税に、所得に対して超過課税を課しているのは、

全国で豊岡市だけと聞きます。令和４年度決算では

個人住民税５，３８５万円、法人市民税１億３，２

２５万円、固定資産税３億２，６８９万円もの超過

課税額となっています。超過課税の理由として、下

水道建設にかけた起債の償還のためということが

説明されてきました。また、超過課税があったから

こそ、多くの市民要望など施策が展開できた。超過

課税を廃止すると、市民の暮らしや命を守るための

道路整備や防災対策、産業振興などの社会基盤整備

のための財源を圧迫し、これまでの水準の行政サー

ビスを提供することが困難となるとの答弁もあり

ました。 

 全国の自治体が同じ交付税制度の下で、また、同

じ税制の下で自治体運営を行っているはずです。超

過課税を市民に求めないで、豊岡市よりも市民サー

ビスが進んでいる自治体は数多くあります。超過課

税に見合うような、ほかの自治体が羨むような市民

サービスがあるのか、甚だ疑問です。まさに税を集

める側の論理であって、税を納める側の暮らしの実

態を無視し、また、率による加算で、市民には超過

して税を納めているという痛みを感じない徴収の

仕方から、超過課税そのものを認知していない市民

もあるなど、年限も切ることなく、当然のことのよ

うに徴収し続けることはやめるべきではないか、根

本的な検討を求めます。そもそも住民税は所得から

住民税控除後の額の１０％という高い税率である

上に、０．１％の超過課税が課せられていますが、

令和４年度の課税額は５，３８５万円であり、令和

４年度決算における歳入総額の０．１％程度であり、

予算編成時からなくても予算を編成することは十

分に可能であると考えます。 

 第２は、但馬空港利用促進補助金です。当初予算

額６，０００万円、決算額６，３２４万円と、３２

４万円の増加となっています。但馬空港開港から３

０年近くとなります。就航２年目から一貫して補助

率の見直しを求めてきました。様々な商品、飛行機

利用の形態がある中で、中には料金の５０％を超え

る補助率はいかがなものか。昨年から補助制度の見

直しがされて、市補助金は３，５００円と４，５０

０円の２種類となり、補助率が少し下がったとのこ

とですが、依然として高い補助率に変わりはありま

せん。高い補助率の検討を求めます。 

 また、公共交通の最大の交通機能は路線バス網で

の強化です。路線バスを維持し、市民の利便性と移

動する権利を高める施策こそ充実すべきであると

考えます。先進自治体の施策に学び、実施すること

を求め、反対の意見とします。賛同をよろしくお願

いします。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 荒木慎大郎委員。 

○委員（荒木慎大郎） 賛成の立場から、市民税並び

に固定資産税の超過課税は、都市計画税の廃止に伴

う代替財源として議会で認めてきたもので、今日の

市民の暮らしを着実に支えている。個人市民税の超

過課税についてもウエートは低めであるが、大事な
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財源である。 

 以上から、市民税、固定資産税の超過課税分を含

む本決算は適切妥当であり、認定すべきである。以

上であります。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 太田智博委員。 

○委員（太田 智博） コウノトリ但馬空港利用促進

費の補助率並びに６，３２４万円の補助枠の執行に

ついて、賛成の立場から意見をさせていただきます。 

 豊岡市が将来にわたり魅力あふれる地域である

ためには、交流人口のさらなる拡大による地域活性

化が不可欠であり、コウノトリ但馬空港はその基盤

インフラであり、空の玄関口でもあります。また、

公共交通機関としても価値を高めています。国、県

と但馬地域の自治体が連携をしながら利用促進を

図っているが、空港需要の拡大を支えるコウノトリ

但馬空港利用促進の補助金は必要であり、空港利用

に大きく貢献しているとして、従来どおり継続的に

執行されたもので、適切な決算であり、認定すべき

ものと考えます。よって、皆様のご賛同をよろしく

お願いいたします。以上です。 

○委員長（西田  真） ほかにありませんか。 

 討論を打ち切ります。 

 賛成、反対の意見がありますので、起立により採

決いたします。 

 本案は、認定すべきことに賛成の委員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（西田  真） 起立多数により、第１０２

号議案は、認定すべきものと決定しました。 

 以上で当委員会に審査を付託されました案件の

審査は終了いたしました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容についてご協議をいただきたいと思

います。 

 第９３号議案に係る意見及び要望について、文書

共有システムに配信しております別紙３の予算決

算委員会分科会における意見・要望のとおり、総務

分科会から提出がありました。総務分科会から提案

のとおり、当委員会の意見及び要望として付すこと

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 このほか、委員の皆さんから意見及び要望のご提

案はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ないようですので、委員長

報告については、正副委員長にご一任いただきたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 次に、（４）の閉会中の継続審査の申出について

お諮りいたします。 

 議長に対して、委員会重点調査事項を閉会中の継

続審査事項として申し出たいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定いたしました。 

 続いて、その他ですが、委員の皆さんから何か発

言がございましたらお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ないようですので、以上を

もちまして予算決算委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

午前９時５０分閉会 

──────────────────── 

 


